
生駒市条例第１３号 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年３月２９日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項ただ

し書中「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１４万円」

を「１６万円」に改める。 

第１４条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又

はその分割金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全

額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。 

第２３条中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に、

「１４万円」を「１６万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 

 


